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は
じ
め
に

　
明
末
清
初
と
い
う
時
期
を
、
如
何
な
る
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る

か
、
様
々
な
視
点
か
ら
す
る
研
究
が
、
最
近
続
々
と
世
に
問
わ
れ
て
い
る
。
統

一
さ
れ
た
見
解
を
そ
こ
に
求
め
る
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
時
期

が
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
中
国
史
上
の
一
画
期
を
成
す
と
い
う
こ
と
自
体

に
異
論
を
挿
む
見
解
は
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

　
論
者
自
身
、
先
に
発
表
し
た
小
文
に
お
い
て
、
明
末
隆
慶
朝
（
一
五
六
七
～

七
二
）
の
内
閣
政
治
に
見
ら
れ
る
過
渡
的
性
格
を
通
し
て
、
明
末
清
初
と
い
う

時
期
が
帯
び
て
い
る
性
格
の
一
端
を
紹
介
し
た
。
当
該
時
期
の
巨
大
な
変
化
の

潮
流
は
、
権
力
・
社
会
・
経
済
・
思
想
等
々
、
様
々
な
次
元
に
お
い
て
色
々
な

形
を
と
っ
て
現
象
し
て
い
た
。
政
治
の
世
界
の
、
首
輔
（
首
席
内
閣
大
学
士
）

の
在
り
方
の
変
化
も
、
正
に
そ
の
一
つ
だ
っ
た
と
言
え
る
。
当
時
の
制
度
的
変

化
は
、
な
に
も
劇
的
な
変
化
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
従
来
の
官
僚
制

度
の
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
、
徐
々
に
進
行
す
る
変
化
も
、
同
時
に
生
じ
て
い

た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
総
督
。
巡
撫
の
設
置
と
そ
の
権
限
拡
大
な
ど
、
都
察

院
系
統
の
官
に
見
ら
れ
る
組
織
・
職
掌
上
の
大
き
な
変
化
は
、
そ
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。
総
督
・
巡
撫
は
、
京
卜
す
な
わ
ち
中
央
官
僚
と
し
て
の
身
分
を
保
持
し

た
ま
ま
地
方
に
常
駐
化
し
、
行
政
上
の
権
限
を
帯
び
て
事
実
上
の
地
方
大
官
と

化
し
て
い
く
。
他
方
で
、
中
央
の
内
閣
、
就
中
首
輔
の
権
力
が
強
力
に
な
り
、

総
督
・
巡
撫
ら
と
直
接
的
な
連
絡
関
係
を
結
ん
で
ゆ
く
。
両
者
の
間
に
は
私
信

の
利
用
す
ら
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
単
な
る
組
織
改
革

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
原
理
的
に
は
一
顧
問
官
に
過
ぎ
ぬ
存
在
で
あ
る

べ
き
首
輔
が
、
実
質
的
に
百
官
の
長
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
画
期
的
な
出
来



　
　
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
新
た
な
る
官
僚
相
互
間
の
関
係
は
、

601
　
既
存
の
機
構
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
も
、
明
初
以
来
『
皇
警
急
訓
』
等
を

　
　
通
し
て
唱
道
さ
れ
て
き
た
皇
帝
専
制
の
理
念
に
、
微
妙
な
影
を
落
と
し
て
い
っ

　
　
た
と
言
え
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
政
治
の
中
心
に
位
置
す
る
政
策
決
定
の
レ
ベ
ル
か
ら
一
、
段
降
り

　
　
て
、
そ
の
外
縁
部
、
す
な
わ
ち
政
務
執
行
の
レ
ベ
ル
に
一
瞥
を
加
え
れ
ば
、
正

　
　
官
や
佐
戴
雑
職
等
の
官
僚
や
幕
友
、
晋
吏
ら
に
担
わ
れ
た
日
常
的
な
文
書
行
政

　
　
が
、
十
年
一
日
の
如
く
に
執
り
行
わ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ

　
　
れ
ら
と
て
、
よ
り
詳
細
に
見
れ
ば
、
実
際
に
は
様
々
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
に

　
　
違
い
な
い
。
例
え
ば
、
総
督
・
巡
業
の
例
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
ら
が
設
置

　
　
さ
れ
、
職
掌
範
囲
が
拡
大
し
て
ゆ
け
ば
、
必
然
的
に
「
督
撫
」
対
「
皇
帝
、
或

　
　
い
は
関
連
衙
門
」
と
い
っ
た
新
た
な
文
書
の
や
り
取
り
が
発
生
し
、
次
第
に
そ

　
　
の
取
り
扱
う
べ
き
文
書
事
務
の
範
囲
も
拡
大
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を

　
　
史
料
よ
り
す
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
公
文
書
の
や
り
取
り
の
様
態
を
見
る
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
、
該
衙
門
・
官
員
の
職
掌
の
如
何
を
知
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
皇
帝
と
官
僚
の
間
、
ま
た
官
僚
相
互
間
を

　
　
結
ぶ
、
公
文
書
制
度
の
運
用
実
態
、
特
に
明
津
の
そ
れ
を
観
察
・
分
析
せ
ん
と

　
　
す
る
こ
と
に
、
些
か
な
り
と
も
意
義
が
有
る
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
本
論
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
は
『
本
学
指
南
』
の
内
容
分
析
を
通
じ
、
明

　
　
代
行
政
文
書
の
運
用
実
態
の
】
端
を
窺
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
は
じ
め
に
明

代
の
行
政
文
書
の
種
別
、
使
用
例
等
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、
　
『
本
学
指
南
」

の
構
成
と
内
容
の
分
析
を
試
み
、
そ
れ
を
通
し
て
些
か
の
私
見
を
述
べ
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。明

代
行
政
文
書
簡
介

　
本
節
で
は
手
始
め
に
、
明
代
の
公
文
書
の
シ
ス
テ
ム
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
し

た
い
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
明
代
初
期
の
制
度
を
概
観
す
る
に
は
、
　
『
洪
武
礼
制
』
等
を
参
照
す
る
の
が

適
切
か
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
上
奏
文
の
制
度
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

の
後
か
な
り
重
要
な
変
化
を
経
る
こ
と
を
既
に
確
認
し
て
い
る
。
本
論
桜
蓼
引

用
の
羅
氏
序
文
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
本
論
で
材
料
と
す
る
『
本
学
指
南
』
が

万
暦
年
間
の
手
艶
本
で
あ
る
都
合
上
、
こ
こ
で
は
さ
し
当
た
り
、
同
時
期
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

あ
り
諸
制
度
も
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
る
万
暦
重
刊
の
書
典
を
参
照
す
る
の
が
適
当

で
あ
ろ
う
。
以
下
、
煩
を
避
け
、
い
ち
い
ち
典
拠
と
す
る
箇
所
は
示
さ
な
い
が
、

概
ね
「
万
暦
皇
典
』
に
よ
っ
て
記
述
を
進
め
る
。

　
公
文
書
は
、
大
別
し
て
皇
帝
に
の
ぼ
す
上
奏
文
と
、
官
庁
間
で
や
り
と
り
さ

　
　
　
　
　
　
　
う
　

れ
る
一
般
公
文
書
か
ら
な
る
。
ま
ず
上
奏
文
で
あ
る
が
、
政
務
上
重
要
な
も
の
．

に
は
奏
本
と
題
本
の
二
種
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
奏
本
は
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
、

明
代
前
半
に
も
最
も
普
通
に
使
用
さ
れ
た
上
奏
文
で
、
明
制
は
直
接
に
は
元
制

を
継
承
し
て
い
る
。
ま
た
、
美
本
は
緊
急
・
重
要
案
件
専
用
と
し
て
、
皇
帝
本
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人
へ
速
や
か
に
届
く
こ
と
を
特
徴
と
す
る
、
明
代
に
始
ま
っ
た
上
奏
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　

恐
ら
く
は
洪
武
末
年
頃
に
始
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
特
徴
が

あ
だ
と
な
り
、
使
用
規
定
を
越
え
て
官
僚
ら
に
多
用
さ
れ
、
弘
治
朝
頃
ま
で
に

次
第
に
使
用
範
囲
が
拡
大
・
変
質
し
て
い
っ
た
。

　
主
と
し
て
皇
太
子
監
国
の
際
に
使
用
さ
れ
た
碁
勢
は
、
皇
帝
本
人
に
宛
て
た

も
の
で
は
な
い
の
で
、
厳
密
に
は
上
奏
文
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
そ
の
使

用
範
囲
．
方
法
は
題
・
奏
本
と
殆
ど
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
く
、
た
だ
書
式
が
若
干

異
な
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
基
本
的
に
は
上
奏
文
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
て
差

し
支
え
な
か
ろ
う
。
但
し
、
常
時
使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ほ
か
に

王
府
に
上
さ
れ
た
黒
本
も
あ
っ
た
が
、
発
出
者
は
自
称
を
「
臣
」
と
し
な
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

ど
、
こ
ち
ら
は
上
奏
文
と
か
な
り
異
な
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
御
覧
掲
帖
も
、
あ
る
意
味
で
上
奏
文
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
「
掲
帖
」

と
は
、
論
者
は
覚
書
の
如
き
も
の
ま
で
も
含
あ
た
、
正
本
に
添
付
す
る
略
式
の

公
文
書
だ
っ
た
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
ま
で
問

題
に
さ
れ
た
こ
と
が
殆
ど
無
い
。
後
ほ
ど
、
論
中
で
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

他
に
、
表
・
箋
・
講
章
・
書
状
・
文
朋
・
制
対
な
ど
も
、
皇
帝
に
上
呈
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

と
い
う
こ
と
で
、
分
類
上
、
上
奏
文
に
含
め
る
向
き
も
あ
る
。

　
次
に
一
般
公
文
書
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
見
て
み
る
と
、
宛
先
の
衙
門
の
ラ

ン
ク
に
従
っ
て
上
行
文
、
平
行
文
、
下
行
文
の
三
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
上
行
文
と
は
、
発
文
衙
門
に
比
べ
、
よ
り
上
級
の
衙
門
・
官
員
に
宛
て
て

行
文
さ
れ
る
も
の
を
指
し
、
四
文
、
言
文
、
呈
状
、
申
状
、
牒
呈
が
あ
っ
た
。

平
行
文
と
は
同
級
衙
門
・
官
員
に
宛
て
て
出
さ
れ
る
も
の
で
、
平
沓
、
平
皿
、

平
牒
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
下
級
衙
門
・
官
員
宛
て
の
下
行
文
と
し
て
は
、

照
会
、
札
付
、
下
帖
、
故
牒
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
『
洪
武

礼
制
』
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
国
初
洪
武
年
間
に
既
に
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
一
般
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
発
出
衙
門
と
受
領
衙

門
の
如
何
に
よ
っ
て
、
使
用
す
べ
き
文
書
種
別
が
そ
れ
ぞ
れ
決
ま
っ
て
い
た
。

上
級
衙
門
へ
上
す
の
は
上
行
文
な
ら
ば
何
で
も
良
い
、
下
級
衙
門
に
出
す
な
ら

ど
の
下
行
文
で
も
使
え
る
、
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
～
三
例

示
す
る
と
、
上
行
文
に
関
し
て
は
、
六
部
衙
門
か
ら
五
軍
都
督
府
へ
は
「
沓
」
、

布
政
使
司
か
ら
六
部
へ
は
「
呈
」
、
布
政
使
司
か
ら
五
軍
都
督
府
へ
は
「
呈
状
」

を
用
い
る
と
い
う
規
定
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
下
行
文
で
は
、
援
軍
都
督
府

か
ら
六
部
へ
、
及
び
六
部
か
ら
布
墨
書
司
へ
は
何
れ
も
「
照
会
」
、
五
胡
都
督

府
か
ら
布
政
使
司
へ
は
「
札
付
」
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
の
対
応
関
係

を
こ
こ
に
全
て
列
挙
す
る
こ
と
に
は
さ
し
た
る
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

で
、
例
示
は
以
上
に
止
め
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
各
官
衙
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
人
員
構
成
に
よ
り
公
文
書
関
連
事

務
が
執
行
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。
警
官
自
身
が
公
文
書
の
全
体
責
任
を
負
う

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
草
案
作
成
、
照
刷
（
検
討
・
チ
ェ
ッ
ク
）
、

清
書
、
出
納
事
務
な
ど
の
諸
過
程
に
は
、
佐
武
雑
職
を
初
め
覚
書
、
書
吏
な
ど



　
　
が
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
で
も
幕
友
は
、
白
軍
が
公
文
書
の
繕
写
。

醜
収
貯
を
弩
専
門
職
員
と
化
し
・
外
部
の
チ
・
・
ク
が
及
び
難
く
・
時
に
歪

　
　
を
働
く
存
在
と
も
な
っ
て
い
た
た
あ
、
警
官
の
側
に
立
っ
て
彼
ら
を
牽
制
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
　
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
出
納
事
務
と
語
録
に
関
し
て

　
　
は
、
照
野
草
や
司
務
庁
、
経
歴
司
な
ど
が
各
官
衙
の
属
下
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
照
磨
所
に
靴
磨
、
司
務
庁
に
司
書
が
、
ま
た
経
歴
司
に
は
経
歴
・
知

　
　
事
ら
が
配
属
さ
れ
て
事
務
に
当
た
っ
て
い
た
。

　
　
　
以
上
の
如
き
公
文
書
制
度
に
よ
り
衙
門
間
の
命
令
・
情
報
伝
達
が
な
さ
れ
、

　
　
明
代
の
行
政
運
営
は
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
次
節

　
　
以
下
、
　
『
本
学
指
南
』
の
内
容
・
構
成
の
分
析
に
着
手
す
る
事
に
し
た
い
。

二
　
『
本
学
指
南
』
解
題

　
『
本
学
指
南
』
は
中
華
民
国
二
五
年
（
一
九
三
六
）
陰
暦
＝
月
、
上
海
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

前
堂
窟
よ
り
石
印
に
付
さ
れ
た
明
代
の
公
文
書
作
成
手
引
き
書
で
あ
る
。
清
代

に
お
け
る
同
類
の
書
で
あ
る
『
奏
摺
翠
煙
』
と
併
せ
、
合
刻
の
形
を
取
っ
て
い

る
。
そ
の
元
と
な
っ
た
手
心
本
現
物
は
、
残
念
な
が
ら
日
本
に
は
な
い
た
め
、

容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
石
印
本
冒
頭
に
羅
振
常
香
の
手
に
な

る
序
文
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
本
書
の
簡
単
な
書
誌
学
的
紹
介
が
な
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

て
、
そ
の
概
要
を
知
る
に
は
頗
る
便
利
で
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
は
羅
氏
の
序
文

を
参
照
し
た
い
。
柳
か
長
く
な
る
が
、
適
宜
言
葉
を
補
い
な
が
ら
全
文
を
翻
訳

し
、
　
『
本
学
指
南
』
と
は
如
何
な
る
書
物
な
の
か
、
こ
れ
ま
で
判
明
し
て
い
る

こ
と
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
『
本
学
指
南
』
は
、
明
の
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
～
一
六
一
九
）
に
、
手

　
　
抄
に
よ
り
著
さ
れ
た
ハ
ン
デ
ィ
サ
イ
ズ
の
小
型
本
で
、
撰
述
者
は
不
明
で

　
　
あ
る
が
、
明
代
の
奏
覧
・
黒
本
な
ど
の
授
受
の
規
定
や
書
式
を
著
し
て
い

　
　
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
文
書
作
成
の
担
当
者
が
受
け
継
ぎ
伝
え
た
秘
本
で

　
　
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
に
は
「
謙
牧
堂
蔵
書
記
」
　
（
墨
、
白
抜
き

　
　
方
印
）
、
　
「
謙
直
話
書
画
記
」
　
（
朱
、
方
印
）
、
　
「
叢
論
」
（
朱
、
方
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
　
　
め
　

　
　
と
い
っ
た
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
て
、
長
白
の
揆
叙
落
雷
の
蔵
書
で
あ
っ

　
　
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
巻
頭
に
『
書
法
指
南
　
下
』
と
題
し
て
あ
る
た
め
、

　
　
別
個
に
上
巻
が
存
在
す
る
が
如
き
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
内
容
的
に
見
る

　
　
限
り
本
書
は
首
尾
完
結
し
て
い
て
訣
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
そ

　
　
の
三
二
を
見
る
と
『
無
二
　
古
今
書
法
　
下
』
と
し
て
あ
り
、
　
「
本
学
指

　
　
南
」
の
四
字
が
傍
注
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
上
巻
に
は
ま
た
別
の
本

　
　
が
収
録
し
て
あ
っ
て
、
下
巻
に
載
せ
る
『
本
学
指
南
』
と
合
し
て
一
書
と

　
　
為
し
、
　
『
古
今
書
法
」
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
『
本
学
指
南
』
の
後
に

　
　
は
ま
た
字
を
論
じ
書
法
を
学
ぶ
た
め
の
各
種
の
文
章
、
例
え
ば
　
　
「
分
毫

　
　
字
癬
」
、
　
「
一
字
蒐
書
」
、
　
「
字
異
義
同
」
、
　
「
字
体
辮
俗
」
、
　
「
全
形

　
　
総
類
一
人
体
頭
足
附
言
1
」
、
　
「
八
体
書
法
」
、
　
「
切
字
法
」
等
が
あ
る

　
　
が
、
無
論
こ
れ
ら
は
『
本
学
指
南
』
の
附
録
と
し
て
、
章
奏
の
誤
字
筆
写
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を
防
ぐ
用
を
為
す
も
の
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
字
画
を

　
　
辮
じ
書
法
を
論
ず
る
書
物
は
世
に
極
め
て
多
く
、
今
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
に

　
　
重
畳
を
取
る
必
要
も
無
か
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
は
全
て
削
除
し
て
前
半
の

　
　
『
本
学
指
南
』
の
み
を
石
印
に
付
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
別
に
清
の

　
　
道
光
年
間
（
一
八
二
一
～
五
〇
）
の
写
本
『
奏
三
三
式
』
を
後
に
附
し
て

　
　
比
較
の
用
に
供
す
る
。
章
奏
の
文
は
今
日
す
で
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
と
は
い
え
、
昔
時
の
名
臣
奏
議
の
類
は
甚
だ
多
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
両
書

　
　
の
内
容
は
奏
議
類
の
披
読
の
助
け
と
な
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
お
も

　
　
う
に
、
こ
れ
ら
公
文
書
の
授
受
の
規
定
や
書
式
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
・
記

　
　
述
さ
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
が
、
も
と
よ
り
朝
服
・
儀
衛
な
ど
と
共
に
一

　
　
時
代
の
制
度
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
考
察
し
な
い
で

　
　
よ
い
は
ず
は
な
い
。
石
印
に
付
し
て
之
れ
を
世
に
伝
え
た
な
ら
ば
、
あ
る

　
　
い
は
ま
た
歴
史
研
究
者
の
と
る
所
と
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
羅
氏
は
以
上
の
如
く
、
本
書
を
広
く
世
に
紹
介
す
る
意
義
を
説
く
。
　
「
字
画

を
辮
じ
書
法
を
論
ず
る
書
物
（
字
を
論
じ
書
法
を
学
ぶ
た
め
の
各
種
の
文
章
）
」

を
付
録
し
て
い
た
点
か
ら
見
て
も
、
羅
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
本
書
は
ま
さ

し
く
「
繕
癖
者
」
た
ち
が
役
所
で
受
け
継
ぎ
、
公
文
書
関
連
事
務
に
備
え
た
実

用
書
と
み
て
良
か
ろ
う
。
重
畳
を
避
け
る
た
め
、
と
し
て
石
印
時
に
そ
れ
ら
を

省
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
残
念
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
『
古

今
書
法
』
　
（
或
い
は
『
書
法
指
南
』
）
の
全
体
構
成
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
公

文
書
の
現
場
に
お
け
る
運
用
実
態
に
つ
い
て
か
な
り
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
本
論
に
と
り
有
用
な
部
分
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
出
版
さ
れ
た
部
分
だ
け
で
あ
ろ
う
と
、
明
器
行
政
文
書
の
運
用

形
態
を
窺
う
貴
重
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

三
　
「
本
学
指
南
』
の
内
容
構
成

　
そ
れ
で
は
、
本
書
が
如
何
な
る
全
体
構
成
を
と
っ
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
。

形
式
的
に
見
る
と
四
部
に
大
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
凶
）

「
章
奏
規
模
」
、
（
げ
）
「
奏
題
雑
例
－
倶
係
按
配
応
行
事
体
1
」
、
（
。
）
「
本
科

体
式
」
、
（
α
）
「
封
筒
式
・
封
式
」
と
各
々
タ
イ
ト
ル
さ
れ
て
い
る
四
部
で
あ

　
　
　

る
。
（
ゆ
）
と
（
げ
）
は
上
奏
文
に
関
わ
る
諸
規
定
・
諸
注
意
を
箇
条
書
き
の
文
章

に
よ
っ
て
列
挙
し
て
ゆ
く
部
分
で
、
（
p
）
は
計
三
五
項
目
、
（
び
）
は
計
四
四
項

目
か
ら
な
る
。
（
。
）
は
各
公
文
書
の
様
式
を
示
す
も
の
で
計
一
五
例
、
（
儀
）
は

封
筒
の
表
書
き
・
裏
書
き
な
ど
を
図
示
し
て
お
り
、
計
一
二
図
あ
る
。
　
次
に

本
文
冒
頭
（
9
）
「
章
奏
規
模
」
以
下
、
順
次
そ
の
内
容
構
成
を
確
認
す
る
。

（
卿
μ
～
劇
）
　
奏
本
・
題
本
と
御
覧
掲
帖
、
す
な
わ
ち
上
奏
文
の
サ
イ
ズ
や
用
紙

　
一
枚
当
た
り
の
行
数
、
一
行
の
字
数
、
字
の
大
き
さ
や
、
紙
と
紙
と
の
接
続

　
の
仕
方
な
ど
、
形
式
上
の
規
定
が
記
さ
れ
る
。

（
甲
窃
～
①
）
　
啓
本
に
つ
い
て
、
右
と
同
様
の
規
定
が
述
べ
ら
れ
る
。

（
甲
刈
～
＝
）
　
美
本
・
題
本
の
書
き
方
に
関
す
る
規
定
。
官
街
、
姓
名
、
年
月
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り
　

　
日
の
書
法
、
歴
事
無
生
の
記
名
の
仕
方
を
は
じ
あ
、
画
字
の
方
法
（
p
－
⑩
）
、

　
聖
旨
引
用
時
の
巴
瓦
（
甲
一
〇
）
、
上
奏
文
最
初
の
葉
の
文
書
種
別
の
記
し
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
　

　
（
p
占
一
）
、
文
書
末
尾
の
書
法
（
甲
一
ト
⊃
、
一
ω
）
、
大
数
と
小
数
の
区
分
（
甲
一
幽
）
等

　
が
含
ま
れ
る
。

（
甲
一
α
～
一
Q
。
）
　
清
書
時
に
お
け
る
点
検
の
ポ
イ
ン
ト
が
示
さ
れ
る
。
特
に
（
甲

　
一
㎝
）
に
て
音
韻
上
の
差
読
、
小
数
、
犯
諄
、
擾
頭
等
に
つ
い
て
の
確
認
を
経

　
て
清
書
に
移
る
べ
く
全
体
の
手
順
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
字
体
（
甲
一
①
）
・
廟

　
詳
（
甲
嵩
）
に
関
し
て
若
干
補
足
を
加
え
た
後
、
（
甲
一
。
。
）
に
て
清
書
後
の
左
の

　
如
き
確
認
作
業
を
記
述
す
る
。
題
・
奏
本
と
添
附
の
呈
文
・
上
町
と
の
照
ら

　
し
合
わ
せ
、
用
紙
の
規
定
サ
イ
ズ
へ
の
切
り
揃
え
、
姓
名
・
官
衛
・
月
日
・

　
画
字
の
確
認
と
音
読
に
よ
る
誤
字
訂
正
。

（
甲
一
㊤
～
卜
⊃
ω
）
　
封
筒
作
成
か
ら
封
入
す
る
方
法
、
発
本
に
至
る
ま
で
を
説
明
す

　
る
。
（
p
－
卜
。
O
、
卜
。
一
）
で
は
封
筒
へ
の
印
の
捺
し
方
が
述
べ
ら
れ
、
（
甲
卜
。
b
。
）
に
は

　
文
書
を
封
入
す
る
前
の
確
認
項
目
が
あ
る
。
例
え
ば
、
文
書
冒
頭
の
前
面
の

印
か
ら
順
番
に
、
空
字
の
有
無
・
差
人
の
姓
名
・
計
字
・
紙
張
・
年
月
日
・

　
印
判
・
画
字
・
署
名
・
縫
印
・
爽
板
・
印
花
を
点
検
し
た
上
、
汚
損
な
き
よ

　
う
注
意
深
く
封
筒
に
入
れ
、
封
入
し
た
文
書
の
総
件
数
を
封
筒
上
に
記
す
べ

　
き
事
を
述
べ
る
。
（
甲
卜
。
Q
。
）
で
は
「
実
封
」
と
呼
ば
れ
る
紙
片
や
、
包
み
紙
な

　
ど
に
説
明
を
加
え
る
。

（
P
－
b
⊃
幽
～
ω
ド
）
　
製
本
・
無
二
以
外
の
公
文
書
、
封
入
・
発
本
の
過
程
を
述
べ
る
。

　
　
呈
文
・
掲
帖
の
包
封
時
の
確
認
項
目
（
毒
口
。
心
）
、
勅
書
返
納
時
の
霜
月
（
甲

　
卜
。
㎝
）
、
封
筒
の
糊
付
け
（
9
－
卜
。
①
）
や
「
実
封
」
に
つ
い
て
（
甲
卜
。
①
）
、
ま
た
掲
帖

　
に
関
わ
る
書
式
や
由
宇
・
署
名
の
仕
方
（
甲
卜
。
o
◎
）
～
（
p
－
。
。
一
）
も
こ
こ
で
ま
と
あ

　
て
解
説
し
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
（
甲
卜
。
刈
）
～
（
甲
G
。
一
）
で
三
号
御
史
、
巡

　
撫
都
御
史
、
各
衙
門
（
府
・
州
・
県
）
の
書
式
等
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
点

　
で
あ
る
。

（
p
－
認
～
ω
鼻
）
　
こ
こ
で
は
殊
の
調
合
方
法
と
擦
る
時
の
注
意
事
項
、
印
の
洗
い

　
方
か
ら
包
本
証
の
歓
・
縄
・
極
板
・
油
紙
等
に
つ
い
て
ま
で
、
言
出
に
必
要

　
な
細
々
と
し
た
事
に
つ
い
て
記
す
。

（
p
’
G
。
O
）
　
賀
表
と
賀
本
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
　
次
に
（
σ
）
「
奏
題
雑
例
一
倶
係
正
院
応
行
事
体
1
」
で
あ
る
。
初
あ
の
五

　
項
目
は
、
相
互
の
関
連
性
が
稀
薄
で
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
に
く
い
。

（
げ
－
一
）
　
奏
本
と
題
本
の
使
用
区
分
。
刑
名
・
銭
穀
な
ど
一
般
的
な
政
務
は
題

　
本
、
皇
帝
へ
の
謝
恩
・
慶
賀
に
は
奏
本
を
用
い
る
と
規
定
す
る
。

（
σ
－
卜
。
）
　
即
位
や
、
中
宮
・
東
宮
冊
立
の
際
の
慶
賀
に
用
い
る
奏
本
（
賀
本
）
・

　
表
（
賀
表
）
の
沿
革
を
説
明
す
る
。

（
σ
－
ω
）
　
丁
香
本
に
つ
い
て
の
規
定
。

（
σ
と
　
巡
撫
と
巡
按
の
会
題
案
件
の
処
置
方
法
に
つ
い
て
。
案
件
の
内
容
に

　
よ
り
巡
撫
・
巡
按
の
何
れ
が
稿
を
起
こ
す
べ
き
か
を
記
す
。

（
7
㎝
）
　
後
滴
の
警
護
の
報
告
に
つ
い
て
の
記
述
。
報
告
義
務
は
巡
撫
に
あ
り
、
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巡
按
は
必
ず
し
も
与
ら
な
く
て
よ
い
、
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　

（
ぴ
－
①
～
⑩
）
　
給
由
官
員
の
保
留
に
関
す
る
諸
規
定
。
府
州
県
詳
言
の
場
合
は
撫
・

　
按
の
公
正
な
評
語
を
中
央
に
送
っ
て
考
臆
し
、
赴
京
を
免
ず
る
が
、
佐
官
は

　
原
則
的
に
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。

（
σ
－
一
〇
～
一
一
）
　
朝
観
年
に
あ
た
っ
て
い
る
正
官
の
保
留
に
関
す
る
諸
規
定
。
原

　
則
的
に
望
ま
し
く
な
い
、
と
す
る
。

（
σ
－
這
～
一
ω
）
　
官
僚
の
到
任
の
違
限
に
つ
い
て
。
文
官
は
参
奏
し
、
武
官
は
題

　
参
す
る
と
す
る
。

（
σ
－
＝
～
一
①
）
　
軍
官
の
犯
罪
に
際
し
て
の
呈
・
題
・
奏
の
使
い
分
け
を
記
す
。

（
σ
－
ミ
～
b
。
幽
）
　
こ
こ
も
、
内
容
的
に
独
立
性
の
強
い
諸
項
目
が
並
ぶ
。
運
糧
官

　
の
規
則
違
反
（
7
一
刈
）
、
軍
政
の
考
察
（
σ
高
。
。
）
、
総
兵
・
参
将
・
遊
撃
・
把
総

　
の
昇
叙
・
到
任
に
つ
い
て
（
げ
－
一
⑩
）
、
地
方
の
盗
息
・
民
安
の
題
知
（
9
卜
。
O
）
、

　
審
決
時
の
公
文
書
（
ぴ
畠
一
）
、
玉
詞
官
関
連
（
ぴ
－
詑
～
b
。
。
。
）
、
倭
冠
の
生
け
捕
り

　
時
の
処
置
（
げ
－
卜
。
膳
）
、
と
続
く
。
記
述
順
な
ど
、
や
は
り
未
整
序
の
印
象
を
拭

　
え
な
い
。

（
げ
南
α
～
G
。
㎝
）
　
様
々
な
事
例
の
人
犯
の
処
置
に
つ
い
で
記
す
。
（
σ
－
鐸
）
で
は

　
「
侵
欺
人
犯
」
に
つ
い
て
、
隆
慶
六
年
の
詔
書
の
例
が
引
か
れ
て
い
る
。

（
ぴ
－
ω
①
～
ω
刈
）
　
丁
憂
に
遇
っ
た
際
の
処
置
を
説
く
。

（
σ
－
Q
。
○
◎
）
　
生
餌
の
報
告
に
つ
い
て
。

（
σ
－
ω
㊤
）
　
謝
恩
・
至
仁
・
称
賀
・
進
合
本
の
書
法
に
つ
い
て
の
補
足
。

（
σ
－
お
）
　
審
決
本
の
署
名
連
記
の
方
法
に
つ
い
て
。

（
σ
夢
路
）
　
勘
A
口
に
つ
い
て
。

（
σ
－
畠
～
お
）
　
大
官
が
病
射
し
た
際
の
報
告
義
務
を
述
べ
る
。

（
σ
－
禽
）
　
御
名
・
廟
諜
を
犯
し
た
場
合
の
罰
則
。

　
こ
の
よ
う
に
、
（
ぴ
）
部
分
末
尾
も
や
は
り
、
内
容
的
に
ま
と
ま
り
の
な
い
諸

項
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　
（
。
）
「
本
科
体
式
」
で
は
書
式
を
示
す
。
以
下
タ
イ
ト
ル
の
み
を
列
挙
す
る
。

（
？
一
）
「
奏
本
規
範
」
、
（
？
卜
。
）
「
題
本
規
範
」
、
（
？
G
。
）
「
御
覧
掲
帖
規
範
」
、

（
o
ム
）
「
王
府
啓
本
規
範
」
、
（
？
q
）
「
奏
下
膳
規
範
」
、
（
？
①
）
「
青
々
規
範
」
、

（
o
－
刈
）
「
訳
文
規
範
」
、
（
？
。
。
）
「
緻
朋
呈
文
尾
」
、
（
？
Φ
）
「
掲
帖
規
範
」
、

（
o
－
一
〇
）
「
手
本
規
範
」
、
（
？
一
一
）
「
苔
文
規
範
」
、
（
？
誌
）
「
牒
文
規
範
」
、

（
？
一
ω
）
「
批
文
規
範
」
、
（
。
－
＝
）
「
本
批
規
範
」
、
（
。
－
一
㎝
）
「
面
目
規
範
」

最
後
に
、
（
9
）
「
封
筒
式
・
封
式
」
の
部
分
で
は
、
「
題
・
書
本
」
、
「
掲
帖
」
、

「
盗
・
牒
・
手
本
」
、
　
「
王
府
啓
本
」
、
　
「
申
・
呈
文
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
封
筒

の
正
面
式
と
後
面
式
、
　
「
撫
按
官
」
と
「
各
衙
門
」
の
実
封
式
を
図
示
す
る
。

　
以
上
に
確
認
し
た
本
書
の
内
容
・
構
成
を
ふ
ま
え
て
、
特
徴
点
を
幾
つ
か
指

摘
し
た
い
。

　
ま
ず
、
（
p
）
（
ぴ
）
両
部
分
の
成
り
立
ち
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
両
部
分

と
も
、
公
文
書
の
規
定
や
諸
注
意
を
、
箇
条
書
き
の
文
章
で
説
明
す
る
。
う
ち
、

（
餌
）
は
上
奏
文
の
種
別
・
様
式
（
甲
一
～
①
）
か
ら
説
き
起
こ
し
て
殊
の
擦
り
方
・
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印
判
の
洗
浄
方
法
（
㌣
ω
ω
、
ω
画
）
等
で
締
あ
く
く
っ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
で
首
尾

完
結
し
て
い
る
。
ま
た
中
間
も
公
文
書
の
種
別
ご
と
に
、
作
成
の
手
順
に
ほ
ぼ

従
っ
て
、
順
序
だ
て
て
項
目
を
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

（
げ
）
で
は
項
目
の
並
び
に
傾
向
が
見
ら
れ
ず
、
種
々
の
内
容
を
無
秩
序
に
書
き

連
ね
た
印
象
を
受
け
る
。
加
え
て
、
隆
慶
六
年
の
詔
書
の
提
示
（
げ
，
ω
幽
）
、
丁
丁

　
　
の
　

年
朝
観
の
嘉
興
府
知
府
傷
心
を
保
留
し
た
事
例
の
提
示
（
げ
占
O
）
、
或
い
は
最
近

の
方
法
を
過
去
と
対
比
的
に
述
べ
る
例
（
σ
』
、
卜
。
O
）
や
「
新
例
」
の
引
用
（
σ
凸
喩

念
）
な
ど
、
（
σ
）
部
分
に
は
そ
の
時
々
に
行
わ
れ
て
い
る
方
法
や
例
を
書
き
留

め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
記
述
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
対
し
て
、
（
餌
）

で
は
、
類
例
は
僅
か
に
「
…
近
ご
ろ
本
を
行
ず
る
は
、
亦
た
用
い
ず
、
云
々
」

　
　
　
れ
　

（
甲
Q
。
α
）
と
あ
る
の
が
見
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
（
四
）
の
タ
イ
ト
ル

が
「
章
奏
規
模
」
、
（
げ
）
は
「
奏
題
雑
例
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
（
p
）

が
最
初
に
ま
と
め
ら
れ
て
そ
の
後
あ
ま
り
手
を
加
え
ら
れ
ず
、
（
σ
）
で
必
要
な

項
目
を
随
時
付
け
足
し
て
い
っ
た
も
の
か
と
推
さ
れ
る
。

　
次
い
で
、
本
書
を
利
用
し
た
衙
門
で
あ
る
が
、
各
項
目
の
内
容
か
ら
み
て
、

巡
撫
都
御
史
、
巡
按
御
史
及
び
府
・
州
・
県
衙
門
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

一
方
で
、
布
政
・
按
察
使
に
関
わ
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。

記
述
の
仕
方
を
検
討
す
る
と
、
巡
撫
と
巡
按
両
者
を
対
比
し
て
述
べ
る
箇
所
が

多
く
（
甲
ω
O
、
げ
』
、
心
、
O
、
①
、
刈
、
一
⑩
、
卜
。
O
）
、
特
に
巡
按
を
主
体
に
記
述
さ

れ
て
い
る
項
目
（
げ
占
。
。
、
一
⑩
、
卜
。
O
、
心
O
）
が
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

　
　
軍
政
の
考
察
で
は
、
巡
撫
か
ら
の
会
稿
が
至
る
の
を
候
っ
て
同
に
奏
す
れ

　
　
ば
よ
く
、
自
ら
考
註
を
行
う
必
要
は
な
い
。
互
い
に
異
同
が
あ
る
の
は
体

　
　
裁
が
悪
い
の
で
、
今
は
稿
中
の
二
～
工
員
を
更
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
の
　

　
　
（
σ
－
一
g
o
）

と
記
す
項
目
で
は
、
主
語
の
「
巡
按
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ

る
。
（
び
）
の
タ
イ
ト
ル
に
も
「
倶
に
棋
院
応
に
行
う
べ
き
の
事
体
に
係
る
」
と

注
記
さ
れ
て
い
る
。
随
時
書
き
足
さ
れ
た
部
分
か
も
し
れ
な
い
と
し
た
先
の
推

測
が
正
し
け
れ
ば
、
巡
按
御
史
の
衙
門
で
使
用
さ
れ
た
痕
跡
と
言
え
よ
う
。

　
ま
た
、
使
用
者
に
関
し
て
、
正
式
の
発
信
者
た
る
正
業
の
三
世
用
だ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
極
め
て
実
務
的
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
発

出
前
の
文
書
チ
ェ
ッ
ク
の
細
か
い
手
順
、
糊
付
け
方
法
（
甲
卜
。
①
）
、
洗
印
や
調
馬

方
法
（
甲
ω
悼
、
G
。
G
。
）
な
ど
は
、
命
毛
の
職
務
に
は
関
係
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
幕
友

に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
、
四
手
に
対
す
る
警
戒
が
何
処
に
も
感
じ
ら

れ
な
い
た
め
、
幕
友
秘
本
と
断
ず
る
の
も
難
し
い
。
実
際
に
公
文
書
の
草
案
を

作
成
し
、
清
書
・
蓋
印
を
行
う
な
ど
、
実
務
を
担
当
す
る
歯
車
の
た
め
の
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
と
考
え
る
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
判
断
材
料
が
乏
し
い
た

め
、
憶
測
の
域
を
出
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
繕
摺
者
が
参
照
し
て
用
い
た
実
用

書
に
は
違
い
な
く
、
公
文
書
事
務
と
い
う
一
分
野
の
専
門
知
識
が
い
か
に
集
積
・

継
承
さ
れ
た
か
を
示
す
、
興
味
深
い
書
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
最
後
に
、
　
「
詳
言
」
に
は
記
載
さ
れ
な
い
掲
帖
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
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た
い
。
掲
帖
と
は
、
上
行
文
の
一
種
と
考
え
ら
れ
（
売
卜
。
O
）
、
撫
按
官
か
ら
は
中

央
の
内
閣
・
六
部
・
都
察
院
・
科
道
官
ら
に
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る

（
甲
卜
。
。
。
）
。
書
式
や
書
写
時
の
点
検
に
つ
い
て
は
、
（
甲
。
。
、
一
〇
、
一
。
。
、
お
、
卜
。
蒔
、
b
。

Q。

`
ω
一
）
に
て
解
説
さ
れ
、
ま
た
文
書
様
式
は
（
o
－
ω
、
Φ
）
に
、
封
筒
の
表
裏
の
様

式
も
（
島
）
に
収
あ
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
こ
の
文
書
が
使
用
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

か
の
明
文
規
定
は
な
い
。
た
だ
、

　
　
清
書
し
終
え
た
上
奏
文
は
呈
文
・
掲
帖
と
突
き
合
わ
せ
て
点
検
し
、
双
方

　
　
に
相
違
無
き
事
を
確
認
し
て
か
ら
紙
を
切
り
揃
え
、
様
式
に
合
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
お
　

　
　
（
甲
一
。
。
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
奏
文
の
正
本
の
写
し
（
或
い
は
要
約
）
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
御
覧
掲
帖
が
上
奏
文
正
本
に
添
附
す
る
副
本
的
な
存
在

で
、
内
閣
等
に
送
ら
れ
る
上
行
文
が
単
に
掲
帖
と
称
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
実
際
に
明
代
の
掲
帖
の
中
に
は
現
存
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
る
と
（
？
ω
、
Φ
）
に
見
え
る
様
式
の
通
り
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
こ
の
他
、
明
末
に
は
内
閣
の
み
が
皇
帝
に
「
密
話
」
を
出
す
事
が
で
き
た
と

　
　
　
　
め
　

さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
掲
帖
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た
、
紙
片
に
書
き
付
け

た
メ
モ
様
の
文
書
な
ど
も
、
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
隆
慶
朝
の

首
輔
で
あ
っ
た
高
塚
は
、
帝
に
対
し
、

　
　
今
後
は
司
礼
監
に
命
じ
て
、
毎
日
、
各
々
の
衙
門
が
（
墨
壷
に
て
）
上
奏

　
　
す
べ
き
事
件
を
…
…
一
枚
の
「
小
斎
帖
」
に
書
き
付
け
さ
せ
、
　
「
こ
の
件

　
　
は
答
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
、
　
「
こ
の
件
は
答
え
る
べ
き
で
あ
る
」
、

　
　
「
こ
の
件
は
某
衙
門
が
知
れ
お
け
」
、
及
び
「
よ
ろ
し
い
」
、
　
「
わ
か
つ

　
　
た
」
と
い
っ
た
類
の
こ
と
を
明
記
し
て
お
か
れ
、
陛
下
が
御
門
に
い
ら
っ

　
　
し
ゃ
る
時
に
袖
の
中
に
お
収
め
に
な
っ
て
各
面
が
事
を
奏
す
る
の
を
お
待

　
　
ち
に
な
り
、
　
（
官
僚
が
上
奏
し
て
き
た
時
点
で
）
取
り
出
し
て
】
重
し
、

　
　
該
当
の
案
件
を
参
照
さ
れ
て
親
ら
お
答
え
に
な
ら
れ
、
時
に
臨
ん
で
御
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

　
　
決
な
さ
る
。
…
…
か
よ
う
に
な
さ
っ
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

と
建
言
し
て
お
り
、
皇
帝
に
手
渡
す
メ
モ
書
き
も
ま
た
「
掲
帖
」
の
語
義
に
含

ま
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
掲
帖
と
は
い
か
な
る
公
文
書
か
、
こ
れ
ま

で
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
以
上
に
記
し
た
如
く
、

『
本
学
指
南
』
の
記
述
か
ら
い
く
つ
か
の
知
見
を
得
る
事
が
で
き
た
と
思
う
。

結
び
に
か
え
て

〆

　
明
代
に
お
い
て
は
、
　
『
本
学
指
南
』
と
同
類
の
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
的
役
割
を

果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
公
文
書
雛
形
書
は
、
存
外
見
あ
た
ら
な
い
。
譜
代
に
は

あ
ま
た
確
認
で
き
る
の
と
好
対
照
を
為
す
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
も
、
例
え
ば
嘉
靖
四
二
年
（
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

六
三
）
の
重
刊
に
係
る
雷
夢
麟
撰
『
読
律
斎
言
』
附
録
に
「
題
奏
之
式
」
　
（
以

下
、
　
「
痛
罵
之
式
」
と
表
記
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
指
す
）
と
タ
イ
ト
ル
が
付

け
ら
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
そ
の
構
成
を
比
較
し
、
『
本
学
指
南
」

’
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と
の
性
格
の
異
同
を
見
て
み
よ
う
。

　
「
題
奏
之
式
」
は
、
冒
頭
か
ら
順
に
、
左
記
の
八
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　
　
①
「
凡
写
題
本
規
矩
」
（
製
本
を
書
く
際
の
決
ま
り
）

　
　
②
「
凡
写
奏
本
規
矩
」
（
奏
本
を
書
く
際
の
決
ま
り
）

　
　
③
「
接
紙
」
（
紙
を
糊
で
接
着
す
る
）

　
　
④
「
御
覧
掲
論
式
」
（
題
青
本
要
旨
の
様
式
）

　
　
⑤
「
第
一
評
言
」
（
二
字
擾
毒
す
る
語
句
）

　
　
⑥
「
第
二
皇
頭
」
（
一
字
捷
頭
す
る
語
句
）

　
　
⑦
「
写
本
用
小
字
様
」
（
上
奏
文
中
で
小
数
を
用
う
べ
き
語
句
）

　
　
⑧
「
合
用
点
看
事
件
」
（
発
本
前
の
点
検
項
目
）

「
本
学
指
南
」
が
「
分
暁
露
里
」
、
　
コ
字
数
音
」
、
　
「
字
異
義
同
」
等
々
を

附
録
し
て
「
古
今
書
法
」
な
い
し
『
書
法
指
南
』
と
い
う
一
書
を
成
し
て
い
た

　
　
お
　

事
実
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
　
「
題
奏
之
式
」
と
『
古
今
書
法
』
と
は
、

「
公
文
書
の
様
式
・
規
則
」

　
　
　
　
十

「
公
文
書
作
成
に
資
す
べ
き
補
助
的
記
述
」

と
い
う
構
成
を
と
る
点
で
、
似
通
っ
た
性
格
を
有
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
記
述
内
容
に
ま
で
目
を
及
ぼ
せ
ば
、
そ
う
簡
単
に
断
言
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
　
「
題
奏
之
式
」
の
①
及
び
②
で
は
、
図
を
交
え
て
題
滝
本
の
文
体
・

形
式
上
の
決
ま
り
事
を
例
示
し
て
い
る
が
、
繕
昔
時
に
参
照
し
て
役
立
ち
そ
う

な
注
意
書
き
の
文
章
は
殆
ど
無
い
。
そ
の
他
の
部
分
に
も
文
章
に
よ
る
説
明
・

注
意
は
皆
無
に
等
し
い
。
僅
か
に
、
③
、
④
、
及
び
⑧
の
末
尾
に
、
最
終
点
検

を
終
え
た
清
書
済
み
上
奏
文
の
包
み
方
に
関
し
て
、
二
行
ば
か
り
の
短
い
注
意

書
き
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
箇
条
書
き
式
に
、
詳
細
な
注
意
書
き
を
婁
々
列

挙
す
る
『
本
学
指
南
』
と
は
、
こ
の
点
で
大
き
く
異
な
る
。

　
論
者
は
、
公
文
書
作
成
時
に
参
照
す
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
　
『
本
学

指
南
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
説
明
・
注
意
の
文
章
が
、
か
な
り
重
要
な
意
味
を

持
つ
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
文
書
作
成
で
本
当
に
難
し
い
の
は
、
雛

形
と
し
て
例
示
し
得
る
規
定
様
式
や
、
　
『
会
典
』
な
ど
に
明
文
規
定
さ
れ
て
い

る
事
柄
よ
り
も
、
寧
ろ
多
種
多
様
に
存
在
す
る
慣
例
や
例
外
な
ど
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
『
本
学
指
南
』
に
次
の
よ
う
な
記
載
も
あ
る
。

　
　
巡
撫
御
史
と
巡
按
御
史
は
会
題
（
連
名
の
題
本
で
上
奏
）
す
べ
き
事
件
に

　
　
つ
き
、
原
稿
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
異
同
が
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
刑
名
や
文
職
官
の
議
処
に
関
わ
る
案
件
は
巡
按
が
起
稿
の
上
会
題
す
る
が
、

　
　
銭
糧
、
兵
馬
、
及
び
将
官
の
浄
書
等
の
場
合
は
、
巡
撫
が
稿
を
起
こ
す
の

　
　
も
可
と
す
る
。
会
稿
し
て
意
を
立
て
議
を
持
す
る
際
、
巡
按
か
ら
始
め
る

　
　
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
独
自
に
草
稿
を
作
成
し
、
発
本
の
段
階
で
初
め
て

　
　
三
吉
に
会
っ
て
了
解
を
得
る
、
と
い
う
の
で
も
構
わ
な
い
。
こ
れ
は
前
述
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し
た
、
刑
名
・
銭
糧
の
例
に
て
遵
守
す
べ
き
規
定
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　

　
　
（
げ
ム
）

撫
按
会
題
の
際
、
ど
の
案
件
で
は
ど
ち
ら
が
題
稿
を
起
草
し
、
如
何
に
突
き
合

わ
せ
を
し
、
ど
う
い
う
例
外
が
あ
る
か
、
　
『
会
典
」
に
は
一
言
も
な
い
。
各
官

衙
の
取
り
扱
う
職
務
範
囲
内
に
お
い
て
、
か
か
る
慣
例
・
例
外
規
定
は
多
種
多

様
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
熟
練
し
た
常
事
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
正
官
・

佐
官
や
幕
友
、
或
い
は
未
熟
練
の
宵
吏
な
ど
に
あ
っ
て
は
、
注
意
事
項
の
リ
ス

ト
の
必
要
度
は
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
　
「
題
明
六
式
」
に

あ
っ
て
も
、
⑤
～
⑧
で
は
露
頭
語
句
や
小
数
表
記
に
該
当
す
る
具
体
例
を
網
羅

的
に
列
挙
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
記
述
を
欠
く

『
本
学
指
南
」
よ
り
も
有
用
性
が
高
く
思
わ
れ
る
。
　
「
題
奏
之
式
」
も
、
或
い

は
「
古
今
書
法
』
に
類
す
る
、
問
刑
衙
門
用
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
或
い
は
そ
の

一
部
）
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
明
末
か
ら
清
に
か
け
、
実
用
的
書
物
の
量
的
増
加
傾
向
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
公
文
書
雛
形
書
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
清
代
に
は
、

『
本
学
指
南
」
と
合
刻
さ
れ
た
「
奏
摺
款
式
』
の
他
、
　
「
書
籍
正
式
』
、
　
『
奏

摺
譜
』
、
　
『
摺
奏
章
程
』
、
　
『
奏
摺
体
例
輯
要
』
等
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は

「
本
学
指
南
』
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
構
成
と
内
容
の
分
析
を
試
み
て
き
た
が
、

そ
こ
で
明
か
さ
れ
た
の
は
遺
憾
な
が
ら
も
明
末
万
暦
期
の
一
時
点
に
お
け
る
実

態
に
過
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
、
右
に
挙
げ
た
清
書
の
諸
書
に
も
分
析
を
及
ぼ
し
、

比
較
検
討
を
行
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
註

（
1
）
　
「
隆
慶
時
代
の
内
閣
政
治
⊥
局
供
の
考
課
政
策
を
中
心
に
一
」
　
（
『
明

　
　
末
清
初
の
社
会
と
文
化
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年

　
　
三
月
、
二
七
～
五
九
頁
所
収
）
。

（
2
）
　
閾
名
撰
『
著
明
制
書
』
所
収
。
公
文
書
制
度
に
関
連
す
る
記
述
は
、

　
　
「
奏
啓
本
格
式
」
　
（
上
奏
文
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
様
式
）
、
　
「
行

　
　
移
体
式
」
　
（
各
種
の
｝
般
公
文
書
が
何
れ
の
官
庁
間
で
用
い
ら
れ
る
か
を

　
　
列
挙
）
、
及
び
「
署
押
体
式
」
　
（
一
般
公
文
書
の
様
式
）
の
諸
項
目
に
見

　
　
え
る
。

（
3
）
　
拙
稿
「
明
代
題
奏
本
制
度
の
成
立
と
そ
の
変
容
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
」

　
　
第
五
一
巻
第
二
課
目
一
九
九
二
年
九
月
目
一
～
二
九
頁
）
参
照
。

（
4
）
　
周
知
の
如
く
、
現
在
我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
明
代
の
会
典
は
、
弘

　
　
治
朝
に
編
纂
さ
れ
た
会
典
（
未
刊
行
）
を
元
に
李
東
陽
等
に
よ
っ
て
撰
せ

　
　
ら
れ
た
『
正
徳
男
声
』
一
八
○
巻
（
一
五
一
〇
年
刊
）
と
申
時
行
等
の
撰

　
　
に
か
か
る
『
万
暦
会
典
』
二
二
八
巻
（
一
五
八
七
年
刊
）
の
両
書
が
あ
る
。

　
　
嘉
靖
朝
に
も
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
未
刊
行
。
小
論
で
は
、
万
暦
＝
二
年

　
　
（
一
五
八
五
）
ま
で
の
事
例
を
収
め
る
と
さ
れ
る
『
万
暦
会
典
」
で
あ
れ

4
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ば
、
　
『
本
学
指
南
』
と
殆
ど
同
時
期
の
制
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

　
　
え
、
そ
れ
に
よ
っ
た
。
以
下
、
　
「
会
典
」
と
の
み
記
す
場
合
は
『
万
暦
会

　
　
典
』
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
5
）
　
本
論
で
は
、
上
奏
文
以
外
の
公
文
書
を
コ
般
公
文
書
」
と
表
記
し
た
。

（
6
）
　
註
（
3
）
単
身
、
拙
稿
参
照
。

（
7
）
　
『
本
学
指
南
』
（
甲
①
）
、
（
o
－
。
。
）
。
な
お
、
本
書
の
記
述
項
目
に
つ
き
以

　
　
下
に
使
用
す
る
（
㊤
－
①
）
や
（
o
－
ω
）
等
の
符
号
に
関
し
て
は
、
註
（
1
6
）
参
照
。

、
A
8
）
　
羅
上
映
「
明
代
文
書
制
度
黒
質
」
　
（
『
四
川
大
学
学
報
叢
刊
』
第
三
Q

　
　
輯
〈
棺
案
学
論
叢
〉
、
一
九
八
六
年
、
四
五
～
五
九
頁
）
参
照
。

（
9
）
　
発
出
衙
門
、
受
領
衙
門
の
両
者
間
に
統
轄
関
係
が
有
る
か
無
い
か
は
、

　
　
基
本
的
に
使
用
区
分
に
関
係
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
単
純
に
発
出
衙
門
が

　
　
自
ら
よ
り
上
級
の
衙
門
に
出
す
な
ら
上
行
文
書
、
下
級
の
衙
門
に
出
す
な

　
　
ら
下
行
文
書
、
同
級
衙
門
な
ら
平
行
文
書
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
註
（
8
）
所
掲
、
羅
氏
論
文
参
照
。
　
『
会
典
』
記
事
を
も
と
に
し
た
、
一

　
　
般
公
文
書
別
の
発
出
衙
門
・
受
領
衙
門
の
対
応
関
係
が
表
に
ま
と
あ
て
あ

　
　
る
。

（
1
1
）
　
清
代
の
事
例
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
最
近
の
研
究
で
は
、
例
え
ば
呉
愛

　
　
明
・
夏
春
図
「
舌
代
幕
友
制
度
与
文
書
楼
案
工
作
」
　
（
『
歴
史
楢
案
』
一

　
　
九
九
三
年
第
四
期
、
七
九
～
八
六
頁
）
な
ど
で
も
同
様
に
指
摘
す
る
。
幕

　
　
友
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
中
島
楽
章
「
明
末
清
初
の
紹
興
の
幕
友
」
　
（
『
山

　
　
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
　
下
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
〇
年
三

　
　
月
、
一
〇
六
一
～
八
○
頁
）
、
宮
崎
市
定
「
清
戸
の
管
掌
と
幕
友
－
特
に

　
　
雍
正
朝
を
中
心
と
し
て
」
　
（
『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
四
、
岩
波
書
店
、
一

　
　
九
九
一
年
再
録
）
な
ど
を
参
照
。

（
1
2
）
　
同
書
は
、
国
内
で
は
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
、
京
都
大
学
人
文
科
学

　
　
研
究
所
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
な
ど
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

　
　
他
に
収
蔵
機
関
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
小
稿
執
筆
に
当
た
っ

　
　
て
は
、
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
所
蔵
の
石
印
本
を
参
照
し
た
。

（
1
3
）
　
原
文
は
以
下
の
通
り
。
　
「
「
本
学
指
南
』
、
明
万
暦
妙
袖
珍
本
。
不
著

　
　
撰
述
人
。
乃
明
代
奏
本
・
題
本
等
里
程
式
、
蓋
繕
忌
明
逓
伝
之
秘
本
也
。

　
　
有
「
謙
牧
衷
心
書
記
」
　
（
白
文
平
皿
）
、
　
「
堂
塔
堂
書
画
記
」
　
（
朱
文
方

　
　
印
）
、
　
「
紹
笏
」
　
（
朱
文
方
印
）
今
田
、
知
為
長
白
上
叙
榿
功
蔵
書
。
巻

　
　
端
黒
『
書
法
指
南
下
』
、
似
県
有
上
巻
、
但
其
書
首
尾
完
結
、
不
類
有
訣
。

　
　
其
題
籔
堅
作
「
妙
本
古
今
書
法
下
』
、
労
注
「
本
学
指
南
」
四
字
、
知
上

　
　
巻
手
管
一
種
、
合
両
種
総
名
『
古
今
書
法
』
耳
。
　
「
指
南
」
之
後
、
尚
有

　
　
論
字
学
書
法
各
種
、
如
「
分
毫
字
辮
」
、
　
「
一
字
数
音
」
、
　
「
字
異
義
同
」
、

　
　
「
字
体
辮
俗
」
、
　
「
全
形
総
類
一
人
三
頭
下
等
字
1
」
、
　
「
八
体
書
法
」
、

　
　
「
切
字
法
」
等
。
当
事
「
指
南
」
附
録
、
乃
臣
道
奏
誤
写
者
。
囲
者
所
取

　
　
在
此
「
指
南
」
、
不
過
牽
連
録
之
耳
。
辮
字
画
論
書
法
之
二
極
多
、
無
取

　
　
重
畳
、
故
削
之
而
僅
以
前
半
付
印
。
別
有
道
光
写
本
『
奏
摺
款
式
』
、
亦
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附
於
後
、
以
為
比
較
。
上
奏
之
文
、
今
日
已
不
可
見
、
然
古
名
臣
奏
議
甚

　
　
多
、
可
資
披
読
。
惟
此
等
程
式
、
向
無
記
述
、
固
過
量
服
・
儀
衛
等
同
為

　
　
一
代
之
規
制
、
不
可
無
考
、
印
而
伝
之
、
償
亦
治
史
学
者
所
不
廃
欺
。
羅

　
　
振
常
記
。
」
な
お
、
括
弧
内
は
割
註
。

（
1
4
）
　
長
白
は
、
こ
こ
で
は
遼
寧
・
吉
林
東
部
と
中
朝
国
境
地
域
の
山
地
の
総

　
　
称
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
5
）
　
謙
牧
堂
は
、
清
の
宗
室
、
警
急
の
号
。

（
1
6
）
　
本
論
中
で
あ
る
項
目
に
つ
い
て
引
用
ま
た
は
言
及
す
る
場
合
、
ア
ル
フ
ァ

　
　
ベ
ッ
ト
に
よ
る
整
理
番
号
を
用
い
た
。
例
え
ば
、
（
9
）
の
第
二
〇
番
目
の

　
　
項
目
を
引
い
た
場
合
は
（
9
南
O
）
と
附
記
し
た
。

（
1
7
）
　
こ
こ
に
言
う
「
画
字
」
と
は
、
文
書
末
や
紙
の
繋
ぎ
目
の
裏
側
に
署
す

　
　
る
花
押
・
書
判
の
類
の
こ
と
。

（
1
8
）
　
大
数
と
は
「
壼
」
、
　
「
武
」
、
　
「
参
」
、
　
「
拾
」
の
類
、
小
数
と
は

　
　
「
＝
、
　
「
二
」
、
　
「
三
」
、
　
「
十
」
の
類
。
自
署
な
ど
人
名
に
は
原
則

　
　
と
し
て
小
数
を
用
い
、
重
犯
の
姓
名
や
銭
轡
の
数
量
な
ど
誤
記
し
た
場
合

　
　
の
影
響
が
大
き
い
も
の
の
み
大
数
を
用
い
よ
、
と
あ
る
。

（
1
9
）
　
給
由
を
受
け
る
際
に
は
、
本
来
当
事
者
自
ら
が
京
師
に
赴
き
、
吏
部
に

　
　
て
考
藪
を
経
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
保
留
と
は
、
任
地
に
そ
の
ま
ま

　
　
留
ま
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
0
）
　
こ
こ
の
丁
寧
年
と
は
万
暦
五
年
（
一
五
七
七
）
の
こ
と
か
。

（
2
1
）
　
原
文
は
次
の
通
り
。
　
「
旧
制
、
五
品
以
上
衙
門
、
具
表
称
賀
。
撫
按
等

　
　
官
、
櫟
本
慶
賀
。
近
行
本
亦
不
用
。
蓋
為
奉
差
京
官
、
自
有
正
堂
称
賀
故

　
　
也
。
」

（
2
2
）
項
目
全
文
は
以
下
の
通
り
。
　
二
、
考
軍
政
、
止
候
撫
院
会
稿
至
而
同

　
　
奏
、
不
必
自
行
考
註
。
互
相
異
同
不
雅
、
今
日
中
三
更
二
三
員
買
上
。
」

（
2
3
）
　
引
用
部
分
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。
　
「
写
完
本
章
、
同
歯
文
・
掲
帖
一

　
　
併
磨
対
、
両
偏
無
差
、
方
行
意
思
・
軸
拍
、
再
思
一
偏
、
則
裁
両
頭
、
必

　
　
須
依
式
、
不
可
長
短
分
毫
。

（
2
4
）
　
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
『
明
清
史
料
』
　
（
北
京
、
一
九

　
　
三
〇
～
五
四
年
原
刊
。
維
新
書
局
、
台
北
、
一
九
七
二
年
復
刊
）
に
も
多
々

　
　
収
あ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
善
導
・
第
一
本
第
一
葉
の
書
案
「
両
広
総
督
王

　
　
尊
徳
掲
帖
」
も
「
欽
差
総
督
両
広
軍
務
…
…
兼
都
思
想
右
愈
都
御
史
王
、

　
　
為
…
…
事
。
崇
禎
二
年
正
月
初
二
日
、
…
…
。
為
此
三
具
題
外
、
合
行
開

　
　
具
、
須
至
男
君
者
。
崇
禎
二
年
中
月
日
」
と
い
う
書
式
を
遵
守
し
て
い
る
。

（
2
5
）
　
沈
護
符
撰
『
万
暦
翼
翼
編
』
巻
七
「
内
閣
」
、
内
閣
密
掲
の
項
に
、

　
　
「
惟
内
閣
独
得
進
密
掲
。
蓋
出
鼻
近
臣
、
非
百
司
得
比
。
」
と
い
う
。
ま

　
　
た
孫
承
澤
撰
『
春
明
舌
骨
録
』
巻
一
一
三
「
内
閣
一
」
、
文
淵
典
故
の
項
に
、

　
　
「
凡
内
閣
座
本
、
用
小
掲
帖
、
楷
書
、
斜
摺
。
其
本
愈
官
街
、
則
発
科
抄

　
　
行
。
止
称
臣
某
、
則
不
送
科
詩
抄
。
」
と
あ
り
、
碧
玉
の
一
種
だ
が
、
発

　
　
信
者
が
署
名
時
に
官
職
名
を
省
い
た
場
合
は
六
科
で
抄
写
さ
れ
な
い
、
内
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閣
専
用
の
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
他
に
『
万
中
野
全
編
』
巻
九
「
内
閣
」
、

　
　
王
文
粛
密
掲
之
発
の
項
、
李
清
撰
「
三
垣
筆
記
』
附
識
、
中
巻
、
崇
禎
な

　
　
ど
も
参
照
。

（
2
6
）
　
『
高
文
裏
公
文
集
』
巻
三
、
　
「
編
扉
外
出
」
所
収
、
　
「
特
出
緊
切
事
宜
、

　
　
以
職
神
新
政
疏
」
。
隆
慶
六
年
（
一
五
七
二
）
六
月
初
十
日
に
具
題
し
、

　
　
十
三
日
（
丁
卯
）
に
聖
旨
を
賜
っ
た
幽
翠
。
即
位
直
後
の
、
若
き
万
暦
帝

　
　
に
対
す
る
上
奏
で
あ
る
。
引
用
部
分
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。
　
「
…
合
無

　
　
今
後
令
司
礼
監
、
毎
日
禅
客
衙
門
応
奏
事
件
、
開
一
小
誌
帖
、
明
輝
「
某

　
　
件
不
該
答
」
、
　
「
某
件
該
答
」
、
　
「
某
件
該
某
衙
門
知
道
」
、
及
「
是
」
、

　
　
「
知
道
了
」
之
類
、
皇
上
御
門
時
収
入
袖
中
、
待
各
官
奏
事
、
取
出
一
覧
、

　
　
照
件
親
答
、
至
臨
時
裁
決
。
…
」
こ
の
本
文
は
他
に
『
耳
蝉
経
世
文
編
」

　
　
巻
三
〇
］
に
再
録
、
ま
た
『
幽
明
夢
判
録
』
巻
二
三
「
内
閣
一
」
に
も
引

　
　
用
さ
れ
て
お
り
、
高
邑
が
政
界
か
ら
退
く
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
文

　
　
と
し
て
知
ら
れ
る
。
掲
帖
に
つ
い
て
は
、
他
に
、
戚
継
光
撰
『
練
兵
実
紀
』

　
　
雑
集
三
に
、
　
「
凡
有
大
事
、
申
報
上
司
、
干
文
書
之
外
、
価
附
以
掲
帖
、

　
　
備
言
其
事
之
始
末
情
節
・
利
害
縁
由
」
　
（
凡
そ
大
事
が
有
る
と
き
に
は
上

　
　
司
に
申
報
し
、
文
書
の
正
本
以
外
に
掲
帖
を
添
附
し
、
備
さ
に
そ
の
事
の

　
　
始
末
・
情
節
や
利
害
・
縁
由
な
ど
を
言
う
）
と
い
う
。
こ
れ
な
ど
は
補
足

　
　
メ
モ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
2
7
）
　
こ
こ
で
は
台
湾
学
生
書
局
の
中
国
史
学
叢
書
三
編
・
第
二
輯
に
収
あ
ら

　
　
れ
る
、
台
湾
国
立
中
央
図
書
館
蔵
本
の
影
印
本
（
下
冊
、
一
一
四
九
～
七

　
　
二
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
2
8
）
　
本
論
第
二
節
、
　
『
本
学
指
南
』
序
文
紹
介
箇
所
参
照
。

（
2
9
）
　
引
用
文
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。
　
「
一
、
凡
撫
按
衙
門
会
題
事
件
、
倶

　
　
照
会
写
去
、
不
得
有
所
異
同
。
若
有
事
影
壁
問
刑
名
及
難
処
文
型
之
類
、

　
　
早
業
按
院
創
稿
会
題
。
如
事
関
銭
糧
・
兵
馬
及
耳
介
将
官
之
類
、
則
聴
撫

　
　
院
創
稿
可
也
。
其
有
事
年
会
稿
而
立
固
持
議
、
由
按
院
始
、
則
当
馬
自
製

　
　
稿
、
伺
将
発
本
土
、
方
駐
車
院
、
亦
自
不
燃
。
此
不
在
前
項
刑
名
銭
糧
之

　
　
例
可
拘
也
。
」

付
　
記
　
本
稿
は
、
平
成
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究

　
（
〉
）
）
、
　
「
明
清
時
代
の
文
書
制
度
運
用
に
関
す
る
研
究
」
　
（
課
題
番
号

　
第
O
。
。
刈
一
〇
卜
。
お
号
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
さ
く
ら
い
　
と
し
ろ
う
・
ア
ジ
ア
史
助
手
）


